
配慮書手続きの導入にかかる検討

【法改正後】 【条例改正案】

（１）条例で裾下げしている事業 （道路、河川、鉄道、宅地の造成等）

配慮書義務あり 配慮書義務なし（できる規定） 配慮書義務あり

（２）条例で横出ししている事業 （工場、ゴルフ場、高層建築物等）
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県条例による
配慮書の義務化

↑
100ha

↑
75ha

↑
20ha(面開発の例) (面開発の例)

判断

県条例による
配慮書の義務化

・法では配慮書は任意。
・但し、法の配慮書手続きを行わない場合は、
県条例で配慮書義務を課す。

↑
100ha

↑
75ha

↑
20ha(面開発の例) (面開発の例)
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